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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

　当行は、株主をはじめ、様々なステークホルダーとの協働を確保し、適切に業務を運営することにより、持続的な成長と中長期的な企業価値向
上を図るため、コーポレート・ガバナンスを経営上の最重要課題の一つととらえ、強化・充実に努めております。

　当行は、適正なコーポレート・ガバナンスの実現に向け、その基本的な考え方と枠組みを定めた「コーポレートガバナンスに関する基本方針」を
制定し、公表しております。

　（コーポレートガバナンスに関する基本方針　https://www.shikokubank.co.jp/profile/governance/）

　また、当行は下記のとおり、経営理念を定めております。

・企業使命

　地域の金融ニーズに応え、社会の発展に貢献します。

・経営方針

　企業倫理に徹し、健全な経営を行います。

・行動規範

　お客さまを大切にし、社会的責任を持った行動をします。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

当行は、コーポレートガバナンス・コードの各原則を全て実施しております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1-4】政策保有株式

(1)政策保有株式に関する方針

　当行は、取引先企業との安定的・長期的な取引関係の維持、あるいは事実上の協力関係の強化等の観点から、当該企業及び当行の持続的な
成長と中長期的な企業価値向上に資すると判断される場合において、当該企業の株式を取得し保有しております。

また、上記に基づき保有するすべての上場株式について、以下の観点から、個別銘柄毎の保有の合理性等を検証し、取締役会へ報告しておりま
す。

①定量評価

株式保有による収益率が、当行の株主資本コストに見合っているか。（経済合理性）

②定性評価

株式保有による投資先企業との関係性の維持・強化が、当行及び当該企業双方の持続的な成長と中長期的な企業価値向上に資するか。（保有
意義）

　検証の結果、保有の合理性等が十分でないと判断される場合は、投資先企業の十分な理解を得た上で、縮減を進めております。当行では、コー
ポレートガバナンス・コードが制定されて以降5年間で、約4割の政策保有する上場株式を縮減（簿価ベース）いたしました。

(2)議決権行使基準

　当行は、政策保有株式にかかる議決権行使について、議決権行使基準を定め、当行と投資先企業双方の持続的成長と中長期的な企業価値の
向上に適うか否かを基準に議決権を行使しております。特に、以下のような企業価値や株主利益に影響を与える可能性がある重要な議案の賛否
は、その目的及び考え方等を踏まえ、慎重に判断いたします。

・一定期間業績不振または無配の企業の全議案

・重大な不祥事があった企業の全議案

・その他株式価値を毀損する可能性のある議案

【原則1-7】関連当事者間の取引

　当行は、株主の利益を保護するため、取締役会決議に基づき制定した四国銀行行動憲章等に則り、取締役、従業員等による当行及び株主共同
の利益に反する取引の防止に努めております。

　また、取締役や主要株主等との取引について、重要な取引または通例的でない取引は、取締役会による承認を得ることとしております。

【原則2-6】企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮

　当行は、確定給付企業年金制度に係る年金資産の運用・給付その他の管理について、企業年金基金を設立のうえ実施しております。企業年金
基金の運営に当たっては、適切な人材を配置し、担当者には業務に関する研修や各種セミナーへの参加を通じて必要な業務知識を習得させるな
ど、専門性の高度化に努めております。

　資産運用方針・政策的資産構成割合等については、市場運用、リスク管理、経営企画及び人事の各部門における資産運用や企業年金制度に
精通した人材で構成する資産運用委員会における審議等を通じ、加入者及び受給者保護の観点から年金資産の運用の健全性を確認する体制を
構築しております。当基金の財政状況は良好で、資産運用に関しては過度なリスクはとらず、安定的な運用を目指しております。

　また、当基金の運用委託先は全て、日本版スチュワードシップ・コードを受け入れております。

【原則3-1】情報開示の充実



(1)経営理念及び経営計画

・経営理念

　本報告書の「１．基本的な考え方」に記載しており、また詳細につきましては当行ホームページに掲載しておりますので、ご参照ください。

（経営理念　https://www.shikokubank.co.jp/profile/rinen.html）

　

・経営計画

　当行は、中期経営計画を策定し、公表しております。

　詳細につきましては当行ホームページに掲載しておりますので、ご参照ください。

（中期経営計画　https://www.shikokubank.co.jp/profile/chuki.html）

(2)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針

　本報告書の「１．基本的な考え方」に記載しておりますので、ご参照ください。

(3)役付取締役及び取締役の報酬を決定するにあたっての方針と手続

　取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬等は、各取締役が担う役割・責任や成果に応じた体系としております。取締役(監査等委員である
取締役及び社外取締役を除く。)の報酬等は、当行の持続的成長や株主価値増大へのインセンティブとして機能するよう、業績連動型の譲渡制限
付株式報酬を含む体系としております。監査等委員である取締役及び社外取締役の報酬等は、経営の監督機能を有効に機能させる観点から、固
定報酬のみとしております。

　取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬等は、株主総会において決議された年間報酬限度額の範囲内で、ガバナンス委員会における協
議を経て、役位・前年度の業績等に応じて取締役会において決定しております。監査等委員である取締役の報酬等は、株主総会において決議さ
れた年間報酬限度額の範囲内で、監査等委員である取締役の協議により決定しております。

　

(4)役付取締役の選定及び取締役候補者の選解任を行うにあたっての方針と手続

　社内取締役（監査等委員であるものを除く。)候補者は、当行の更なる発展に向け、経営を的確、公正かつ効率的に遂行するに必要な知見及び
経験を有し、十分な社会的信用を兼ね備える者を選任しております。

　社外取締役(監査等委員であるものを除く。)候補者は、経営への助言と監督機能を発揮するに必要な知見及び経験を有し、十分な社会的信用
を兼ね備える者とし、東京証券取引所が規定する独立性基準のほか、当行が定める「社外取締役の独立性に関する判断基準」に基づき、当行か
らの独立性を重視して選任しております。

　また、役付取締役の選定及び取締役(監査等委員であるものを除く。)候補者の選解任につきましては、ガバナンス委員会での協議を経て、取締
役会において決定しております。

　監査等委員である社内取締役候補者は、取締役(監査等委員であるものを除く。)の職務執行の監査を的確、公正かつ効率的に遂行するに必要
な知見及び経験を有し、十分な社会的信用を兼ね備える者を選任しております。

　監査等委員である社外取締役候補者は、経営の健全性確保への貢献に必要な知見及び経験を有し、十分な社会的信用を兼ね備える者とし、
東京証券取引所が規定する独立性基準のほか、当行が定める「社外取締役の独立性に関する判断基準」に基づき、当行からの独立性を重視し
て選任しております。

　また、監査等委員候補者の選解任につきましては、ガバナンス委員会での協議を経たのち、監査等委員会の同意を得たうえで取締役会におい
て決定しております。

(5)取締役候補者の個々の選任理由

　株主総会へ選任議案を上程する際の、「株主総会招集ご通知」の参考書類において開示しております。「株主総会招集ご通知」につきましては、
当行ホームページに掲載しておりますので、ご参照ください。

　また、代表取締役の選定につきましては、社内取締役の中から当行の代表者として最も適した人物を取締役会において決定しております。

【補充原則4-1-1】経営陣に対する委任の範囲の明確化

　取締役会は、業務執行の機動性と柔軟性を高めるため、法令及び当行の規程に従い、取締役会において決定すべきとされる事項を除く業務執
行について、その意思決定を取締役等に委任しております。

【原則4-8】独立社外取締役の有効な活用

　取締役会は、多様な知見・専門性を備えたバランスの取れた構成とするとともに、取締役の業務執行に対する監督機能の強化及び外部の視座
を経営に活かすため、現在、独立性のある社外取締役を、全取締役の3分の1以上となる5名選任しております。

【原則4-9】独立社外取締役の独立性判断基準及び資質

　当行の「社外取締役の独立性に関する判断基準」につきましては、当行ホームページにて公表しております「コーポレートガバナンスに関する基
本方針」の付属資料に掲載しておりますので、ご参照ください。

【補充原則4-11-1】取締役会の構成に関する考え方

　取締役会は、多様な知見、専門性を備えたバランスの取れた構成とし、定款の定める範囲において、取締役会の機能が効果的・効率的に発揮
できる適切な員数を維持することとしております。

　取締役会は、株主の権利及び利益に十分配慮した規律を確保するとともに、取締役の業務執行に対する監督機能の強化及び外部の視座を経
営に活かすため、独立性のある社外取締役を複数人置くこととしております。

　なお、取締役会の構成等に関しては、本報告書のⅡ「1.機関構成・組織運営等に係る事項」に記載しております。

【補充原則4-11-2】取締役の他の上場会社の兼任状況

　取締役の他の上場会社における役員の兼任はありません。

【補充原則4-11-3】取締役会の実効性の分析・評価

　取締役会は、その機能の向上を図るため、毎年、取締役会全体の実効性について分析・評価を行うこととしております。

　2020年6月開催の取締役会において、2019年度の取締役会全体の実効性に関する分析・評価を行い、その分析・評価を審議いたしました。

　この中で、取締役会全体の実効性が確保されていることを確認するとともに、取締役会における議論のさらなる活性化に向け、下記の事項につ
いて改善に取り組むこととしました。

・金融行政に関する情報提供を強化するとともに、セミナー参加などにより社外取締役のトレーニングの機会を増やす。

・社外取締役における業務執行状況の把握や業務内容の一層の理解を支援するため、テレビ会議システムの活用を進め、重要会議へ参加でき
る機会をより多く提供する。

・取締役会付議案の事前配布期限を徹底し、取締役会の報告事項は軽重をつけて説明することにより、経営上の重要なテーマや中長期的な課題
について情報共有、議論する時間を増やす。



・社外取締役の情報、課題認識の一環として、継続的に営業店訪問の機会を設ける。

【補充原則4-14-2】取締役のトレーニング方針

　当行は、取締役が重要な統治機関の一翼として期待される役割や責務を適切に果たすため、就任の際、また、就任後も継続的に、必要な知識
を習得できるよう、トレーニングの機会を提供しております。

【原則5-1】株主との建設的な対話に関する方針

　当行は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上の観点から、当行が相当と認める範囲及び方法により、株主との建設的な対話の促進に
努めております。

　株主との建設的な対話につきましては、株主の希望や面談の主な関心事項も踏まえたうえで、総務部と関連部署が連携して対応し、総務部担
当取締役が統括しております。

　当行は、株主総会の適切な運営や、ディスクロージャー誌、ホームページ等における当行事業に関する情報の提供等を通じ、株主との対話の充
実に努めており、株主との建設的な対話を通じて把握した意見等を取締役等へ報告することで、企業価値の向上に役立てております。

　なお、株主との対話にあたっては、未公表の重要な内部情報が外部に漏洩することを防ぐため、行内規程に基づき情報管理を徹底しておりま
す。

２．資本構成

外国人株式保有比率 10%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 3,348,400 7.86

明治安田生命保険相互会社 1,815,326 4.26

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口４） 1,195,000 2.80

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口９） 998,900 2.34

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 992,500 2.33

日亜化学工業株式会社 988,700 2.32

四国銀行従業員持株会 867,432 2.03

日本生命保険相互会社 771,063 1.81

損害保険ジャパン日本興亜株式会社 756,600 1.77

ＳＭＢＣ日興証券株式会社 661,200 1.55

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

―――

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 第一部

決算期 3 月

業種 銀行業

直前事業年度末における（連結）従業員
数

1000人以上

直前事業年度における（連結）売上高 100億円以上1000億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

―――



Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査等委員会設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 22 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 14 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 5 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

5 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

尾﨑嘉則 他の会社の出身者 △

濵田正博 他の会社の出身者 △ △

稲田知江子 弁護士

金本康 税理士

酒井俊和 弁護士

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
監査等
委員

独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

尾﨑嘉則 　 ○

当行との間には、通常の預金取引があり
ます。また、過去に取締役執行役副社長
を務めた明治安田生命保険相互会社は、
当行の株式を保有し、当行と同社の間に
は預金等の取引や借入金があり、同社保
険商品の取扱いも行っております。いずれ
も取引の規模や性質に照らして、株主・投
資者への判断に影響を及ぼすおそれはな
いと考えられることから、概要の記載を省
略しております。

企業経営者としての豊富な経験及び見識を有
しており、企業経営経験者としての知見や経験
を反映することで、当行の持続的成長と企業価
値の向上が期待できることから、社外取締役に
選任しております。また、経営者や特定の株主
等から独立した立場にあり、一般株主と利益相
反の生じるおそれがなく、東京証券取引所の定
める独立性基準も充たしており、一般株主保護
の観点から、独立役員として届け出ておりま
す。



濵田正博 ○ ○

当行との間には、通常の預金取引があり
ます。また、過去に理事長を務めた公益
財団法人高知県文化財団と当行の間に
は通常の預金等の取引があります。出身
元である高知県とは、指定金融機関とし
て、預金・貸出金や地方債の引受等の取
引があります。経常的ではありませんが、
地域に資することを目的に寄付を行うこと
もあります。いずれも取引の規模や性質
に照らして、株主・投資者の判断に影響を
及ぼすおそれはないと考えられることか
ら、概要の記載を省略しております。

行政分野における豊富な知識と経験、高い識
見を有しており、行政に携わった豊富な経験や
見識を活かすことにより、取締役の職務の執行
の監査・監督機能を担うことができることから、
社外取締役に選任しております。また、経営者
や特定の株主等から独立した立場にあり、一
般株主と利益相反の生じるおそれがなく、東京
証券取引所の定める独立性基準も充たしてお
り、一般株主保護の観点から、独立役員として
届け出ております。

稲田知江子 ○ ○

当行との間には、通常の預金取引及び融
資取引があります。融資取引は、住宅購
入資金であり、取引条件、取引条件の決
定方針等については、一般の取引先と同
様であります。取引の規模・性質に照らし
て、株主・投資者の判断に影響を及ぼす
おそれはないと判断されることから、概要
の記載を省略しております。

弁護士としての豊富な知識と経験、高い識見を
有しており、法律の専門家としての豊富な経験
や見識を活かすことにより、取締役の職務の執
行の監査・監督機能を担うことができることか
ら、社外取締役に選任しております。また、経
営者や特定の株主等から独立した立場にあ
り、一般株主と利益相反の生じるおそれがな
く、東京証券取引所の定める独立性基準も充
たしており、一般株主保護の観点から、独立役
員として届け出ております。

金本康 ○ ○

当行との間には、通常の預金取引があり
ます。取引の規模・性質に照らして、株主・
投資者の判断に影響を及ぼすおそれはな
いと判断されることから、概要の記載を省
略しております。

税理士としての豊富な知識と経験、高い識見を
有しており、財務及び会計の専門家としての豊
富な経験や見識を活かすことにより、取締役の
職務の執行の監査・監督機能を担うことが期待
できることから、社外取締役に選任しておりま
す。また、経営者や特定の株主等から独立した
立場にあり、一般株主と利益相反の生じるおそ
れがなく、東京証券取引所の定める独立性基
準も充たしており、一般株主保護の観点から、
独立役員として届け出ております。

酒井俊和 ○ ○

当行との間には、通常の預金取引があり
ます。取引の規模・性質に照らして、株主・
投資者の判断に影響を及ぼすおそれはな
いと判断されることから、概要の記載を省
略しております。

弁護士としての豊富な知識と経験、高い識見を
有しており、法律の専門家としての豊富な経験
や見識を活かすことにより、取締役の職務の執
行の監査・監督機能を担うことが期待できるこ
とから、社外取締役に選任しております。また、
経営者や特定の株主等から独立した立場にあ
り、一般株主と利益相反の生じるおそれがな
く、東京証券取引所の定める独立性基準も充
たしており、一般株主保護の観点から、独立役
員として届け出ております。

【監査等委員会】

委員構成及び議長の属性

全委員（名） 常勤委員（名）
社内取締役

（名）
社外取締役

（名）
委員長（議長）

監査等委員会 5 1 1 4 社内取締役

監査等委員会の職務を補助すべき取締
役及び使用人の有無

あり

当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項

　監査等委員会の職務を補助する部署として監査等委員会室を設置し、専任者を1名配置しております。

　監査等委員の職務を補助すべき使用人の任命・異動、人事評価、処分等は、監査等委員会の意見を徴し、当該使用人は、当行の業務執行に係
る役職を兼務せず、監査等委員会の指揮・命令下で職務を遂行しております。

監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況

　当行は、会計監査人としてEY新日本有限責任監査法人を選任しております。また、内部監査部門として監査部を置き、営業店、本部及びグルー
プ会社の内部監査を実施しております。

　監査等委員会は、当行の監査等委員会規程等に基づき、監査に関する重要事項等の報告や協議、決議を行う体制としており、内部監査部門で
ある監査部から毎月監査結果報告を受けるほか、内部管理態勢の状況等について適宜報告を求めるなど緊密な連携を保ち、内部統制システム
を活用した組織的な監査を指向しております。また、定期的に実施される三様監査会議の場において情報交換や意見交換を行い、会計監査人や



内部監査部門との連携を深めております。

　　

【任意の委員会】

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

あり

任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性

委員会の名称 全委員（名）
常勤委員

（名）
社内取締役

（名）
社外取締役

（名）
社外有識者

（名）
その他（名）

委員長（議
長）

指名委員会に相当
する任意の委員会

ガバナンス委員会 7 0 2 5 0 0
社外取
締役

報酬委員会に相当
する任意の委員会

ガバナンス委員会 7 0 2 5 0 0
社外取
締役

補足説明

　コーポレート・ガバナンスの向上のため、任意の委員会として、代表取締役及び社外取締役の全員で構成するガバナンス委員会を設置しており
ます。同委員会では、取締役会の諮問機関として、取締役の選解任、役付取締役の選定、取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬等、その
他コーポレート・ガバナンス上の特に重要な事項について協議し、取締役会に対して助言・提言を行っております。

　委員長は委員の互選により社外取締役の中から選定しており、秘書室が事務局を担っております。

　なお、本委員会は、2019年4月から2020年3月にかけて3回開催いたしました。

【独立役員関係】

独立役員の人数 5 名

その他独立役員に関する事項

当行は、独立役員の基準を充たす社外役員を全て独立役員に指定しております。

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

業績連動報酬制度の導入

該当項目に関する補足説明

　当行は、2018年6月26日開催の第204期定時株主総会において、当行の持続的な成長や株主価値増大へのインセンティブとして機能するよう、
取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)を対象に譲渡制限付株式報酬制度(以下、本制度という。)を導入することを決議しまし
た。

　本制度は、譲渡制限付株式を付与するための報酬として金銭報酬債権を支給する、株式報酬型の役員報酬制度であり、その具体的な支給額
は、株主総会において決議された年額の範囲内で役位・前年度の業績等に応じて取締役会において決定します。

　また、具体的な支給額は、役位別固定部分と役位別変動部分で構成しており、役位別変動部分は前年度の当行単体の当期純利益の目標値と
実績値の乖離率に応じて変動することとしております。この当期純利益は、総合的な収益力を表す指標であり、中期経営計画における財務目標と
して毎年設定することから、業績連動に係る指標として選択しております。業績連動報酬の固定報酬に対する支給割合は12％～22％としておりま
す。

　なお、本制度の導入により、従来の株式報酬型ストック・オプションとしての報酬については、2018年度以降、新規の割当ては行わないことといた
しました。

ストックオプションの付与対象者

該当項目に関する補足説明

―――

【取締役報酬関係】



（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、個別報酬の開示はしておりません。

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

　取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬等は、各取締役が担う役割・責任や成果に応じた体系としております。取締役(監査等委員である
取締役及び社外取締役を除く。)の報酬等は、当行の持続的成長や株主価値増大へのインセンティブとして機能するよう、業績連動型の譲渡制限
付株式報酬を含む体系としております。監査等委員である取締役及び社外取締役の報酬等は、経営の監督機能を有効に機能させる観点から、固
定報酬のみとしております。

　取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬等は、株主総会において決議された年間報酬等限度額の範囲内で、ガバナンス委員会における
協議を経て、役位・前年度の業績等に応じて取締役会において決定しております。監査等委員である取締役の報酬等は、株主総会において決議
された年間報酬等限度額の範囲内で、監査等委員である取締役の協議により決定しております。

【社外取締役のサポート体制】

社外取締役の職務遂行をサポートするため、取締役会開催前の資料の事前配布や社外取締役からの質問に対する説明体制を整備しておりま
す。

【代表取締役社長等を退任した者の状況】

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等

氏名 役職・地位 業務内容
勤務形態・条件

(常勤・非常勤、報酬有無等)
社長等退任日 任期

青木章泰

株式会社四国
銀行 常勤相談

役

高知商工会議所会頭等社外活動
に従事

（経営上の意思決定には非関与）

常勤で社外活動に従事・報酬有 2015/03/31 1年

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の合計人数 1 名

その他の事項

・当行では、地域発展や当行の企業価値向上のため、財界活動や公益的職務等の社外活動に従事する目的で代表取締役経験者を相談役とす
る場合があります。相談役の任期は1年としておりますが、必要に応じて、更新する場合があります。

・報酬は月例報酬のみとし、月額240千円から900千円の範囲で、その職務に見合った報酬を支給することとしております。また、勤務実態に合わ
せ、社外活動のために必要な時は、執務室・公用車を使用できる体制をとっております。

・相談役の選任（再任を含む）・解任、報酬等については、代表取締役及び社外取締役の全員で構成するガバナンス委員会の協議を経て、取締役
会の決議により決定しております。

・相談役は、当行の取締役会その他の会議体への出席はなく、経営陣による報告等も実施しておりません。相談役は当行の経営のいかなる意思
決定にも関与しておらず、ガバナンス上の問題はないと考えております。

・上記の「社長等退任日」は取締役会長の退任日を記載しております。代表取締役には2002年6月から2010年6月まで就任しておりました。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

　当行は、企業統治体制として監査等委員会設置会社を採用しております。

会社の機関の概要

(取締役会)

　取締役会は、2020年6月26日現在、取締役(監査等委員であるものを除く。)9名(うち社外取締役1名)、監査等委員である取締役5名(うち社外取締
役4名)で構成されております。原則として月1回開催され、法令又は定款で定められた事項や経営方針・経営戦略に関する重要事項の決定を行う
とともに、取締役の業務執行を監督しております。

　当行の取締役(監査等委員であるものを除く。)は15名以内、監査等委員である取締役は7名以内とする旨を定款で定めており、取締役の選任決
議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらな
いとする旨を定款で定めております。

(常務会)

　常務会は、迅速な意思決定のために設置され、2020年6月26日現在、取締役頭取、専務取締役、常務取締役3名の役付取締役で構成されてお
ります。原則として月2回開催され、取締役会で定めた基本方針や常務会規程に基づき、経営全般の重要事項等を審議・決定しております。なお、
常務会には監査等委員である取締役及び社外取締役が出席し、意見交換が可能な体制としております。

(執行役員)

　経営の効率化や組織の活性化を図るため、執行役員制度を導入しております。また、執行役員の上位職として常務執行役員を置き、取締役の



業務執行機能の補完・強化を図る体制としております。

(監査等委員会)

　監査等委員会は、2020年6月26日現在、監査等委員である取締役5名(うち社外取締役4名)で構成されております。

　原則として月1回開催され、法令、定款、監査等委員会規程等に従い、取締役会とともに、監督機能を担い、かつ、取締役の職務執行を監査して
おります。

(ガバナンス委員会)

　コーポレート・ガバナンスの向上のため、代表取締役及び社外取締役の全員で構成するガバナンス委員会を設置しております。同委員会の概要
等につきましては、「１．機関構成・組織運営等に係る事項【任意の委員会】」に記載しております。

各種委員会の概要

(ＡＬＭ委員会)

　資産・負債に係る収益とリスクの統合的な管理を行い、安定的な収益の確保を図ることを目的としてＡＬＭ委員会を設置しております。

　ＡＬＭ委員会は頭取を委員長とし、原則として月１回開催され、収益管理に関する事項、金利運営に関する事項及びリスク資本配賦運営等に関
する事項について審議を行い、審議結果につきましては、取締役会へ報告する体制としております。

(リスク管理委員会)

　業務全てにわたる法令等遵守、顧客保護等及び各種リスク管理に関する状況を把握した上で、適切な内部管理態勢の整備・確立を図ることを
目的としてリスク管理委員会を設置しております。

　リスク管理委員会は頭取を委員長とし、原則として月1回開催され、法令等遵守、顧客保護管理及び各種リスク管理についての実効性評価等に
ついて審議を行い、審議結果につきましては、取締役会へ報告する体制としております。

(業務運営委員会)

　各業務部門の運営状況を管理し、収益性の向上と経営基盤の確立に資することを目的として業務運営委員会を設置しております。

　業務運営委員会は頭取を委員長とし、原則として月1回開催され、営業推進に関する事項や営業店の業績に関する事項について審議を行って
おります。業務の執行状況につきましては、取締役会へ報告する体制としております。

会社法第427条第1項に規定する責任限定契約の内容の概要

　当行は、取締役(業務執行取締役であるものを除く。)6名との間に、会社法第423条第1項の責任を限定する契約を締結し、当該契約に基づく責
任の限度額は法令が定める最低責任限度額としております。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

　当行は、重要な経営判断と業務執行の監督を担う取締役会と、その過半数が社外取締役である監査等委員で構成される監査等委員会により、
監督・牽制機能の実効性の維持・向上に努めております。監査等委員である取締役(複数の社外取締役を含む。)に取締役会における議決権を付
与することにより、取締役会の監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの一層の充実を図るとともに、権限委譲による迅速な意思決定と業
務執行により、経営の公正性、透明性及び効率性の向上を図るため、当該体制を採用しております。



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

電磁的方法による議決権の行使
株主サービス向上の一環として2016年6月から導入し、インターネットによる議決権行使を
可能としております。

議決権電子行使プラットフォームへの参
加その他機関投資家の議決権行使環境
向上に向けた取組み

株式会社ICJ(インベスター・コミュニケーションズ・ジャパン）が運営する議決権電子行使プ
ラットフォームを利用しております。

その他
2020年6月26日開催の第206期定時株主総会招集ご通知を6月2日に東京証券取引所及
び当行のホームページに掲載しました。また、第202期定時株主総会からスクリーンを活
用した事業報告のビジュアルな説明を実施しております。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有

無

IR資料のホームページ掲載
当行ホームページに決算短信やディスクロージャー誌、有価証券報告書等を
掲載しております。

IRに関する部署（担当者）の設置 総合企画部がＩＲに関する業務を所轄しております。

その他
地方公共団体等への決算説明会を実施する他、お客さま懇話会等を通じて情
報発信に努めております。

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施

　当行は、「かけがえのない環境を未来に引き継ぐ」との環境方針のもと、継続して環境保
全活動に取り組んでおり、今後もCSRを重視した経営を念頭に、地域の方々や行政、NPO
等とのコミュニケーションを深め、地域の一員として環境保全活動にさらに積極的に取り組
んでまいります。

　また、社会貢献活動の一環として、小学生を対象に「お金のセミナー」や、高校生を対象
に「エコノミクス甲子園」高知大会を開催する等、幅広い教育活動を行うことで将来の地域
社会を担う「人財」の育成をお手伝いしております。

　上記の詳細につきましては、当行ホームページに「環境保全活動」「社会貢献活動」として
掲載しておりますので、ご参照下さい。

　なお、当行では、国連が提唱する持続可能な開発目標（SDGs）の趣旨に賛同し、自らの
企業活動を通じて持続可能な地域社会の実現に貢献するため、「四国銀行 SDGs宣言」を

2020年4月に策定しました。宣言の内容及び具体的な取組みにつきましては、当行ホーム
ページに「SDGs達成に向けた取組み」として掲載しておりますので、ご参照ください。



その他

　ディスクロージャー誌、ホームページ等により、適時・適切な情報の提供に努めておりま
す。

＜やりがい・働きがいを持てる新しい働き方に関する取組みについて＞

当行では、女性の活躍機会拡大や従業者の家庭と仕事の両立支援を通じ、多様な人財が
活躍できる環境整備を進めております。

具体的な取組みとしては、女性の監督職以上への積極的な登用や人事制度の一部改定
により一般職の最高職位を副支店長から支店長まで引上げを実施し、2020年3月末現在、
女性の取締役1名、部長1名、支店長7名が活躍しております（女性の役席比率18.5％）。女
性の登用に関する詳細につきましては、当行ホームページに「女性の活躍推進」として掲
載しておりますので、ご参照ください。

その他取組みとしては、当行を退職した従業者の復職制度（リターンワーク制度）の大幅な
条件緩和、審査や企画、コンサルティング業務などへの本部配属、ブロックマネージャーの
配置、行外トレーニー派遣など、女性の職域拡大や将来を担う人財の育成を行っておりま
す。

また、女性活躍推進委員会「Ｃｈｅｅｒ！」では、育児休職中や職場復帰後間もない女性従業
者を対象とした情報交換会や男性従業者とそのご家族向けの育児セミナーを開催しまし
た。2020年3月から試行開始した在宅勤務についても育児と仕事の両立支援の観点から提
言するなど後押しを行っています。

＜障がい者の雇用について＞

当行では、障がいのある方の継続的な雇用を通じて就労機会の拡充とともに「働きがい・
やりがい」を持てる職場環境の整備を進めております。

障害者雇用率制度に基づく2019年度当行雇用率：2.33％（法定雇用率2.2％）

＜健康経営に関する取組みについて＞

当行では、「従業者およびその家族の健康は、企業にとって大切な財産であり、守るべきも
のである」という考えのもと、従業員がいきいきと働くことのできる職場環境を整備してお
り、2020年3月には3年連続で「健康経営優良法人2020（大規模法人部門）ホワイト500」に
認定されました。今後も、全従業者の健康意識の向上・健康の保持増進など健康経営の
推進に積極的に取り組んでまいります。



Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

□基本的な考え方

内部統制システム構築の基本方針

1．取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

(1)コンプライアンスを経営の最重要課題の一つと位置付け、法令、定款、行内諸規程及び企業倫理に従った行動をとるための行動規範等を定め
る。

(2)コンプライアンスへの取り組みを横断的に統括する部門を設置し、遵守状況等の点検、指導、教育を行う。また、内部監査部門は、コンプライア
ンス統括部門と連携の上、コンプライアンス体制の整備状況と有効性を監査する。これらの活動は、定期的に取締役会に報告する。

(3)法令、定款等に違反する行為を発見した場合の相談・通報体制として内部通報体制を構築する。この体制には、相談・通報者がいかなる不利
益な扱いも受けないことを保証することを含む。

(4)反社会的勢力との関係遮断の基本方針を定め、組織全体としての対応体制を整備する。

2．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

(1)取締役の職務執行に係る情報は、保存場所、保存期限等、その取り扱いを定める行内規程に従い、体系的かつ確実に保存及び管理(廃棄を
含む。)を行う。

(2)保存・保管された情報は、取締役の求めに応じて、いつでも閲覧可能とする。

3．損失の危険の管理に関する規程その他の体制

(1)リスク管理に関する基本方針を定めた行内規程に基づき統合的リスク管理部門を設置し、当行全体のリスクを統合的に管理するとともに、リス
クカテゴリーごとにリスク管理部門を定めて当該リスクを管理する。

(2)統合的リスク管理部門及びリスクカテゴリーごとのリスク管理部門は、リスク管理に関する行内規程について整備・見直しを図る。。

(3)リスクの保有状況・管理態勢の定期的な把握と適切な対応策を審議するために委員会を設置する。委員会での審議事項は、取締役会に報告
する。

(4)リスク管理態勢の有効性・適切性を検証する内部監査部門を設置し、そこで指摘された重要な事項は、遅滞なく取締役会に報告する。また、内
部監査部門は頭取の直轄とするなど、他の部門から独立して機能が十分発揮できるよう態勢を構築する。

(5)災害等で銀行の機能が重大な損害を被り、業務の遂行が困難になった場合の緊急措置及び行動基準を定め、被害の最小化や必要業務の迅
速かつ効率的な再開を図るため、危機管理計画を策定する。

4．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(1)経営計画のマネジメントは、取締役会が策定する中期経営計画及び年度経営計画に基づき、業務分掌に定める各部署が経営計画の達成に向
けた具体的な行動計画を策定し、推進する。

(2)経営計画の進捗管理と対応策を審議するために委員会を設置する。委員会での審議事項は、取締役会に報告する。

(3)業務執行のマネジメントでは、取締役会規程により定められている事項及びその付議基準に該当する事項は全て取締役会に付議することを遵
守するほか、事前に議題に関する十分な資料が全取締役に配布される体制をとる。

(4)日常の業務遂行に際しては、職務権限規程、業務分掌規程等に基づき、権限の委譲が行われ、各レベルの責任者が意思決定ルールに則り業
務を遂行する。

5．当行及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

(1)当行及びグループ会社の経営は、その自主性を尊重しつつ、常に連携を密にし、業務の適正を確保して効率的かつ健全に発展することを、業
務運営の基本とする。

(2)グループ会社におけるコンプライアンスやリスク管理を横断的に推進・支援するための、当行におけるグループ会社の管理体制及び重要な業
務運営についての事前協議・定例報告事項等を定めたグループの統括規程を制定し、グループ会社の業務の適正を確保する体制を構築する。

(3)当行は、グループ会社において、その規模・業態等に応じて、当行に準じたリスク管理体制を構築させるものとし、当行が設置する委員会にお
いて、グループ会社におけるリスクの保有状況・管理態勢の定期的な把握と対応策について審議する。

(4)当行の役付取締役、常勤監査等委員及び所管部長はグループ会社の取締役、監査役に就任し、業務の執行状況を監視・監督する。

(5)当行の内部監査部門は、当行及びグループ会社の内部監査を実施する。そこで指摘された重要な事項は、遅滞なく当行の常務会、監査等委
員会及び取締役会に報告する。

(6)グループ会社における法令、定款等に違反する行為の早期発見のため、当行が定める内部通報体制は、グループ会社にも適用する。

(7)当行及びグループ会社は、会計基準その他関連する諸法令を遵守し、財務報告の適正性を確保するための体制を整備する。

6．監査等委員会の職務を補助すべき使用人を置くことに関する事項

(1)監査等委員会の職務を補助する部署として監査等委員会室を設置し、専任の使用人を置く。

(2)前記の使用人は、監査等委員会の事務局を担う。

7．監査等委員会の職務を補助すべき使用人の取締役(監査等委員であるものを除く。)からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確
保に関する事項

(1)監査等委員会の職務を補助すべき使用人の任命・異動、人事評価、処分等は、監査等委員会の意見を徴する。

(2)前記の使用人は、当行の業務執行に係る役職を兼務せず、監査等委員会の指揮・命令下で職務を遂行する。

8．当行及びグループ会社の取締役(監査等委員であるものを除く。)並びに使用人による当行の監査等委員会への報告に関する体制及び当行の
監査等委員会へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

(1)当行及びグループ会社の取締役(監査等委員であるものを除く。)並びに使用人は、法令に定める事項のほか、行内諸規程に従い、コンプライア
ンス・リスク管理・内部監査に関する重要な事項、グループ会社の重要な経営・業務執行その他重要な業務執行等について、当行の監査等委員
会に報告を行う。

(2)当行及びグループ会社の取締役(監査等委員であるものを除く。)並びに使用人は、当行の監査等委員会の定めるところに従い、当行の監査等
委員会の要請に応じて必要な報告及び情報提供を行う。当行の監査等委員会は、職責を全うするための体制の確保において、監査等委員会規
程及び報告・情報提供事項を定めた監査等委員会監査等基準に定める権利を行使できる。

(3)当行は、内部通報制度による相談・通報を行った当行及びグループ会社の取締役(監査等委員であるものを除く。)並びに使用人が、当該相談・



通報を行ったことによりいかなる不利益な扱いも受けないことを保証する。

9．監査等委員の職務の執行について生ずる費用等の処理に係る方針

監査等委員が、その職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用の前払いまたは償還等の請求をした時
は、当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、当行は速やかに当該費用または債務を処理する。

10．その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(1)監査等委員は、常務会等の主要な会議に出席し、出席者との意見交換や情報の収集を行うことができる。

(2)代表取締役は、監査等委員会と定期的に会合を持ち、監査等委員会との相互認識を深めるよう努める。

(3)監査等委員会が定めた報告・情報提供事項は、取締役(監査等委員であるものを除く。)及び使用人が直ちに検索可能とする体制を構築し、全
行に周知・徹底を行う。

(4)内部監査部門である監査部は、監査等委員会と内部管理態勢における課題等について意見交換を行うほか、監査等委員会の監査業務に協
力するなど、連携の充実・強化に努める。

(5)監査部長の任命・異動については監査等委員会の事前同意を要する。

(6)監査等委員会は、監査に必要があるときは、独自に弁護士、公認会計士等の専門家と契約を行うことができる。

□整備状況

内部統制システムの運用状況の概要(2020年3月期)

1．取締役の職務執行

(1) 定例取締役会を12回、臨時取締役会を3回開催し、法令または定款で定められた経営上の重要事項を決議するとともに、取締役の職務執行

の監督を行っております。

(2) 取締役会において決定すべきとされる事項を除く日常の職務執行に際しては、権限の委譲を行い、職務権限規定、業務分掌規定等に則り、職

務を執行しております。

2．コンプライアンス体制

(1) コンプライアンス・プログラムを取締役会で定め、月1回開催するリスク管理委員会で進捗状況をモニタリングするとともに、反社会的勢力との

関係遮断などについて審議を行い、その内容については、取締役会へ報告しております。

(2) コンプライアンスの啓発を推進するため、各種勉強会を開催しております。また、内部通報体制の整備・強化に努め、制度の内容を含めて、全

行に周知・徹底を図っております。

3．リスク管理体制

(1) リスク管理を適切に行うため、各種の管理規定の整備・見直しに努め、その内容については、全行に周知・徹底を図っております。

(2) 業務運営に内在するリスクについては、リスク統括部門が想定されるリスク分析を行い、月1回開催するＡＬＭ委員会で審議のうえ、取締役会

へ報告しております。新型コロナウイルス感染症拡大の影響による相場急変に際しては、3月に臨時ALM委員会を5回開催し、審議結果を取締役
会に報告しました。

4．グループ会社の管理体制

(1) グループ会社5社に対して、当行のリスク統括部門がリスクの保有状況や管理態勢について確認を行うとともに、内部監査部門が総合監査を

実施し、その内容を当行の常務会等へ報告しております。

(2) グループ会社の業務執行状況については、当行の取締役会へ4回報告しております。

5．監査等委員の職務執行

(1) 監査等委員は、取締役会のほか、ＡＬＭ委員会、リスク管理委員会等の重要な会議に出席し、コンプライアンスや重要な意思決定の過程及び

執行状況を把握するとともに、業務執行に関する重要書類の監査を行っております

(2) 代表取締役との間で4回の会合を開催し、当行の課題、監査上の重要な課題等について意見交換を行うとともに、三様監査会議(監査等委員、

監査部、会計監査人)を1回、内部監査部門との会合を12回開催し、情報交換や意見交換を行っております。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

□反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方

　当行は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては常に毅然とした態度で臨み、決して妥協しないことを基本姿勢としてお
ります。

□反社会的勢力排除に向けた整備状況

　反社会的勢力排除及び同勢力による被害を防止する観点から、反社会的勢力への対応規定を制定し、行内体制を整備しております。

　組織的には、反社会的勢力への対応部署を定め、情報の収集、分析、一元管理をするとともに、対応マニュアルの整備、研修の実施、営業店支
援、外部専門機関との連携等を行う体制としております。

　また、不当要求に対しては民事と刑事の両面からの法的対抗手段を講じるとともに、対応部署を経由して担当取締役に報告し組織一体として対
応する体制としております。



Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

―――

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

□適時開示体制の概要

　当行では、東京証券取引所の有価証券上場規程及び金融商品取引法その他の関連諸法令等に基づき「適時開示規定」を制定し、重要な会社
情報を適切に管理するとともに、適時適切な情報開示に取り組んでおります。

　重要な会社情報の管理のため、会社情報責任部（開示担当部署）と会社情報責任者を設置しております。

　会社情報責任部を総合企画部、会社情報責任者を各適時開示項目の所管部の部室長とし、会社情報責任者は、開示項目に係る事象を認識し
た時点で直ちに会社情報責任部へ報告を行うこととしております。

　会社情報責任部では開示の要否について検証を行い、情報取扱責任者経由で、発生事実に関する情報については取締役頭取へ報告・付議
し、また、決定事実及び決算に関する情報については取締役会等にて審議のうえ、速やかに情報開示を行うこととしております。

　また、監査部による内部監査において重要な会社情報の適時開示に係る態勢の有効性・適切性の検証を行っております。





 

適時開示体制の概要（模式図） 
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